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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の処理ステーションと、被検物を処理ステーションに導入し且つ処理ステーション
から引出すための移送装置とを有し、細胞学的または組織学的試料等の被検物を処理する
装置において、
　処理ステーションとして、複数の容器（２）を含むことのできる加熱可能な少なくとも
１つの試薬ステーション（１）が設けてあること、
　試薬ステーション（１）が、複数の容器（２）を受容する断熱性ホルダ（４）を含み、
該ホルダ（４）には、複数の容器（２）を装入するまたは差込む複数の凹み（５）が設け
てあり、該ホルダ（４）が、複数の凹み（５）に付設して複数の電気加熱装置を含んでい
ること、及び、
　前記電気加熱装置が、相互に無関係に作動すること
　を特徴とする処理装置。
【請求項２】
　容器（２）が、伝熱性が良好で、又は更に、蓄熱性の基部（３）を有し、基部（３）が
、金属ブロックとして構成されていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記電気加熱装置が、ホルダ（４）に組込まれた電気加熱プレート（６）として構成さ
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
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　ホルダ（４）が、槽内に設置でき、該槽が、ホルダ（４）を受容、ロックする保持手段
を有することを特徴とする請求項１～３の一に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の処理ステーションと、被検物を処理ステーションに導入し且つ処理ステ
ーションから引出すための好ましくは１つの移送装置とを有し、被検物、特に、細胞学的
または組織学的試料を処理する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
単に例としてヨーロッパ特許ＥＰ０８４９５８２Ｂ１を挙げる。この公報には、被検物、
特に、細胞学的または組織学的試料を処理する上述の種類の装置が記載されている。この
場合、細胞学的または組織学的試料は、被検物ホルダまたはケージによって自動染色機構
に送られる。この場合、自動染色機構は、複数の処理ステーションを含む。
【０００３】
ヨーロッパ特許ＥＰ０８４９５８２Ｂ１に記載の上述の種類の装置は、異なる処理ステー
ションを含むが、この処理ステーションは、従来の試薬ステーションと考えられる。この
場合、試薬の作用を助成するまたは反応プロセスを助成するための十分な方策は、取られ
ていない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
さて、本発明の課題は、染色、試薬の作用または、更には、反応プロセスを助成できるよ
う、被検物、特に、細胞学的または組織学的試料（ないし標本）を処理する装置を構成、
改良することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題は、請求項１の特徴によって解決される。即ち、本発明の一視点によれば、複
数の処理ステーションと、被検物を処理ステーションに導入し且つ処理ステーションから
引出すための移送装置とを有し、細胞学的または組織学的試料等の被検物を処理する装置
において、処理ステーションとして、複数の容器を含むことのできる加熱可能な少なくと
も１つの試薬ステーションが設けてあること、試薬ステーションが、複数の容器を受容す
る断熱性ホルダを含み、該ホルダには、複数の容器を装入するまたは差込む複数の凹みが
設けてあり、該ホルダが、複数の凹みに付設して複数の電気加熱装置を含んでいること、
及び、前記電気加熱装置が、相互に無関係に作動することを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
装置は、容器が、伝熱性が良好で、又は更に、蓄熱性の基部を有し、基部には、金属ブロ
ックとして構成された電気加熱装置が組込んであることが好ましい。
装置は、試薬ステーションが、容器を受容する断熱性ホルダを含み、ホルダには、容器を
装入するまたは差込む凹みが設けてあり、この場合、ホルダが、電気加熱装置を含み、加
熱装置が、ホルダに組込まれた電気加熱プレートとして構成されていることが好ましい。
装置は、容器の受容に役立つホルダが、槽内に設置でき、槽が、ホルダを受容、ロックす
る保持手段を有することが好ましい。
装置は、試薬ステーションが、補足の処理ステーションとして設けられていることが好ま
しい。
装置は、試薬ステーションが、従来の処理ステーションと交換するために設けられている
ことが好ましい。
装置は、合計２つの好ましくは並置された試薬ステーションが設けられていることが好ま
しい。
装置は、試薬ステーションが、従来の処理ステーションの容器と同様の寸法を有する容器
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を含むことが好ましい。
装置は、容器壁部が、断熱材料から作製されていることが好ましい。
装置は、容器壁部が、合成樹脂またはセラミックから作製されていることが好ましい。
装置は、容器が、熱伝導性材料から作製されていることが好ましい。
装置は、容器が、金属から作成されていることが好ましい。
装置は、容器壁部が、断熱材によって囲まれていることが好ましい。
装置は、ホルダが、２つまたはより多数の容器を受容するよう構成されていることが好ま
しい。
装置は、ホルダが、相互に無関係に作動する２つまたはより多数の加熱装置を含むことが
好ましい。
装置は、槽が、電気加熱装置の接続のため、電気接続を有することが好ましい。
装置は、槽が、とりわけ排出管路に接続される排出スタッドの形の排出口を有することが
好ましい。
細胞学的または組織学的試料等の被検物を処理する装置、とりわけ自動染色機構に使用さ
れる装置に配される、加熱可能な試薬ステーションも好ましい。
【０００７】
本発明にもとづき、試薬ステーションを加熱可能に構成することによって、試薬の作用態
様、即ち、例えば、組織試料の染色を助成でき、しかも、反応プロセスを助成できるとい
うことが認識された。この場合、すべての処理ステーションを加熱する必要はなく、更に
は、個別の加熱装置を処理装置に設ける必要もない。加熱可能な唯一つの試薬ステーショ
ンまたは加熱可能な所定数の試薬ステーションの設置で十分であり、かくして、上記試薬
ステーション内部において“特殊処理”を行うことができる。
【０００８】
有利な態様で、試薬ステーションを補足の処理ステーションとして設けることができる。
この場合、本来の処理ステーションの前方、側方または後方の配置が必要であるか、この
ような配置が可能である。これに関する自由スペースを用意しなければならない。
【０００９】
しかしながら、更に、従来の処理ステーションと交換するために、試薬ステーションを設
けることも考えられ、かくして、加熱可能な試薬ステーションを後から容易に装備できる
。加熱装置の電気接続は、装置のハウジング外から導入でき、従って、更なる組込作業は
不要である。更に、電気接続は、ハウジングに直接に設けることも考えられる。この場合
、ハウジングから加熱可能な試薬ステーションに至る不動の電気接続路または配線が必要
である。
【００１０】
特に装置の十分なフレキシビリティの実現のため、合計２つの試薬ステーションを並置す
るか順次に配置すれば有利である。更なる加熱可能な試薬ステーションの設置方策も考え
られる。この場合、対象となる試薬ステーションの実際の数は、実際の要求に適合させな
ければならない。
【００１１】
具体的に、試薬ステーションは、従来の処理ステーションの容器と同様の寸法を有する容
器を含むことができる。この限りにおいて、簡単な交換が可能であり、この場合、加熱ま
たは給電を確保しなければならない。
【００１２】
容器または容器壁部を断熱材料から作製でき、かくして、外部への過度に急速な放熱を避
けることができる。加熱装置は、－加熱ロッドと同様－容器内に設置できるか、容器の壁
部または底部に組込むことができる。容器壁部は、合成樹脂またはセラミックから作製で
きる。
【００１３】
上述の実施例とは異なり、内方への－液体への－伝熱が促進されるよう、容器を熱伝導性
材料から作製できる。この限りにおいて、容器を金属から作製できる。外方への熱放射を
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減少するため、容器壁部を断熱材によって囲むことができ、かくして、容器は、魔法瓶と
同様に働く。
【００１４】
容器は、特に有利な態様で、容器は、熱伝導性良好で、又は更に、蓄熱性の底部を有し、
この場合、上記基部は、容器の底部を形成する金属ブロックとして構成できる。この限り
において、容器の蓄熱性が助成される。
【００１５】
容器内部に電気加熱装置、即ち、例えば、加熱ロッドを組込むことができることは、既に
述べた。しかしながら、更に、金属ブロックとして構成された基部に加熱装置を組込むこ
とも考えられ、かくして、基部から熱を－直接的熱交換によって－液体または試薬に伝達
できる。この場合、対応する電気接続を容器に設ける。この場合、差込結合が、特に好適
である。
【００１６】
有利な態様で、試薬ステーションは、容器を受容するための、好ましくは、断熱性のホル
ダを有することができる。ホルダ内部には、容器の挿入または差込みのための凹みを構成
できる。更に有利な態様で、ホルダは、好ましい実施例の枠内でホルダに組込んだ電気加
熱プレートとして構成できる電気加熱装置を含むことができる。対応して、ホルダは、同
じく差込結合の形に構成できる電気接続を介して接合しなければならない。
【００１７】
－場合によっては、加熱装置を備えた－ホルダは、２つまたはより多数の容器を同時に受
容するよう構成できる。この場合、ホルダは、このために、受容すべき容器の数に対応し
て凹み（好ましくは対応する容器の数だけの凹み）を有する。この場合、ホルダに挿入し
たすべての容器を唯一つの加熱装置によって同時に加熱できる。請求の装置のできる限り
高いフレキシビリティを得るため、ホルダは、相互に無関係に作動する２つまたはより多
数の加熱装置を含むことができ、かくして、各容器を単独で加熱できる。この場合、１つ
の容器だけに装填した場合は、加熱が必要なのはこの容器のみであり、このような加熱を
実施できる。かくして、消費エネルギが、明らかに減少される。
【００１８】
特に、ハウジング内への容器からのオーバフローを避けるためまたは使用試薬による不測
な汚染を避けるため、試薬ステーション、特に、容器の受容に役立つホルダを槽内に設置
する。この場合、－１つまたは２つの処理ステーションの補充のための－他の処理ステー
ションの代わりに槽をハウジングに挿入できる。何れの場合も、槽は、特に、１つまたは
複数の容器を挿入するホルダを受容し、場合によっては、ロックする保持手段を有するこ
とができる。電気加熱装置の接続のため、槽は、電気接続を有することができ、かくして
、大きな改造作業を要することなく、直接の電気接続が可能である。
【００１９】
更に、槽は、好ましくは、排出管路に接続される排出スタッドの形の排出口を有すること
ができ、かくして、オーバフローした試薬またはこぼれた試薬を排出できる。槽内に設け
た検知器は、槽の充填レベルを検知でき、所定の－クリティカルな－槽充填レベルに達し
た場合、警報を発生できる。
【００２０】
更に、温度設定値を考慮して調節が可能なよう、加熱装置自体または加熱プレート、ホル
ダまたは槽に１つまたは複数の温度センサを装備できることが判っている。この限りにお
いて、容器内にある液温の調節を行い得るよう、容器内に温度センサを設けることができ
る。加熱装置の調節または制御のために、一体のまたは別個の制御ユニットを設けること
ができる。対応する制御ユニットを後から装置に装備することができる。この場合、後か
らの装備を簡単化するため、外部の設置も考えられる。
【００２１】
さて、本発明の教示を有利な態様に構成、改良する各種の方策がある。これに関して、一
方では、請求項１に続く請求項を挙げ、他方では、図面を参照する本発明の実施例の以下



(5) JP 4740491 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

の説明を挙げる。図面を参照する本発明の好ましい実施例の説明に関連して、教示の好ま
しい構成および改良を総合的に説明する。なお、請求の範囲に付した図面参照符号は、発
明の理解の容易化のために過ぎず、本発明を図示の態様に限定することは意図しない。
【００２２】
【実施例】
図１および図２の何れにも、本発明に係る装置にまたは自動染色機構に処理ステーション
として使用できる加熱可能な試薬ステーションを示した。
【００２３】
ここで選択した実施例の場合、従来の処理ステーションと交換して試薬ステーション１が
設けてある。この場合、試薬ステーション１は、容器２を含むことができる。ここで選択
した実施例において２つの容器２を使用する場合、上記容器は、並置する。
【００２４】
容器２は、その寸法に関して、従来の処理ステーションの容器と同様に構成されており、
従って、－特に、所要スペースに鑑みて－簡単な交換が可能である。
【００２５】
ここで選択した実施例の場合、容器２は、熱伝導性材料、正確に云えば、金属から作製さ
れている。容器２は、底部範囲に、金属ブロックとして構成された熱伝導性良好で蓄熱性
の基部３を有する。基部３は、下面に平坦面を備えており、従って、平坦な台に対する面
接触が可能である。
【００２６】
双方の図面に詳細に示した如く、試薬ステーション１は、容器２を受容するホルダ４を有
する。ホルダ４は、断熱性材料から作製されているので、容器２の下部範囲において、特
に、基部３の範囲において、外部への放熱は著しく減少される。
【００２７】
ホルダ４は、２つの容器の挿入または差込みのため、合計２つの凹み５を有する。この場
合、図面には、１つの容器２のみを示した。
【００２８】
容器２は、更に、電気加熱プレートとしてホルダ４に組込んだ電気加熱装置を含む。電気
接続が設けてあるが、図示してない。
【００２９】
ここで具体的に選択した実施例の場合、容器２の平坦に構成された基部は、同じく平坦に
構成された加熱プレート６と面接触し、従って、加熱プレート６から容器２の基部３への
最適な伝熱が可能である。
【００３０】
最後に特に強調するが、上述の実施例は、請求の教示の模範的な説明に役立つが、上記教
示は、上記実施例に限定されるものではない。
【００３１】
【発明の効果】
本発明の基本構成（請求項１）により、所期の効果が達成される。即ち、被検物の処理装
置において、染色、試薬の作用または、更には、反応プロセスを助成できるように、構成
できる。さらに、各従属請求項の特徴によって、夫々、付加的な利点が達成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】特に自動染色機構に使用するための、本発明に係る装置の加熱可能な試薬ステー
ションの実施例の斜視図である。
【図２】容器を挿入した状態の図１の対象の図面である。
【符号の説明】
１　加熱可能な試薬ステーション
２　容器
３　（容器の）基部，金属ブロック
４　（容器の）ホルダ
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５　（ホルダの）凹み
６　（ホルダの）電気加熱プレート

【図１】 【図２】
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